
【府省等名：財務省】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

・2018事務年度以降、各部局において自身の業務を見直し、必要な改善を行うカイゼン活
動を展開。本省・地方支分部局が一体として取り組み、優れた取組を実施した部局を表
彰。

・2021事務年度、業務改善提案を受け付けるカイゼン目安箱を本省に開設、その後対象を
全地方支分部局にも拡大。関係部局と連携し、対応可能な提案から順次実施。

・各地方支分部局において、積極的にRPAを活用。2023事務年度、地方支分局間の意見交換
会を実施し、好事例を横展開。本省では、カイゼン活動を通じながら、Teamsを活用した国
会答弁審査作業の効率化や定期的な課室内ミーティング等の取組を展開。2022事務年度、
出勤簿のデジタル化を実施。

・2020事務年度以降、本省・地方支分部局間で業務改善に関する意見交換会を実施。2024
事務年度には、業務改善に必要なツールのニーズ等を特に聴取。

・カイゼン目安箱や地方支分部局との意見交換会にて提案のあった文字起こしソフ
トを財務省本省にて地方支分部局分を含め一括購入（令和７年度は39ライセンス）
し、議事録等作成に係る業務効率化を実現。

・RPA活用について意見交換会を６回実施し、アーカイブ化することで、優良取組事
案に係る知見を共有。

・令和７年度から地方支分部局である財務局及び税関においても、Microsoft365が
導入され、今後、活用事例の横展開に更に取り組んでいく。

・2021事務年度、本省にて民間事業者の運営するサテライトオフィスを試行導入し、2022
事務年度より通期で導入。2023事務年度、税関職員も利用可能とするなど、順次利用対象
を拡大。また国税庁においても、引き続き、官署を活用したサテライトオフィスを整備。

・2021事務年度、自身の支給端末を用いた自宅等からの業務実施を可能とした。地方支分
部局においても順次、端末配備等によりテレワーク環境を拡充。2024事務年度、財務局で
SIM内蔵端末を導入するとともに、税関で原則１人１端末を配備。

・2024事務年度、職員が使いやすいよう、勤務時間外のテレワークの要件について通達を
改正。また、マクロの導入により勤務実績等の取りまとめ作業を効率化、適切な管理を推
進。

・本省において、2022事務年度より一部課室の移転再配置により狭溢化を解消。2023事務
年度より移転再配置対象外の一部課室にて紙資料を削減し打合せスペースを拡大する等の
オフィス改革を実施。また、これまでも省内会議室の増設、食堂の個室型ワークブース設
置等を順次実施してきたところ、2024事務年度には食堂･給湯室をリニューアルし、ミー
ティングスペースを拡充。

・財務省本省、地方支分部局である財務局及び税関において、持ち帰り可能な端末
を各職員に配備し、また民間のシェアオフィスを活用したサテライトオフィスを導
入し、財務省本省だけでなく一部地方支分部局職員の利用を可能にした（令和６年
度では延べ1,700人超が利用）ことにより、多くの職員のワークライフバランスの充
実を実現。

・オフィス改革では財務省本省庁舎内の８課室において実施を順次進めたことで、
打合せスペースの確保や紙資料の削減により、職員間のコミュニケーションや業務
効率の改善を実現。

調
査

・業務端末の使用時間の記録又はタイムレコーダーの出退勤記録を利用した勤務時間の状
況の客観的把握を行い、勤務時間管理員が確認した上で必要に応じて管理職員・部下職員
へ配付し、指導等を実施。

・超過勤務の上限を超えて超過勤務を行った場合には要因分析を行い、必要に応じて業務
プロセスの見直しや定形業務の効率化等を実施。

・超過勤務予定の事前報告に基づき、管理・監督者は部下職員の業務負担を的確に把握
し、必要に応じて業務スケジュールや作業手順等の見直しを実施。

・定時退庁日等には管理・監督者自らが率先して定時退庁を実施し、職員の定時退庁・早
期退庁を促進。

・勤務時間の客観的把握及び超過勤務の要因分析を通じて、業務の偏在や非効率な
作業が明らかとなり、改善に向けた意識の醸成が図られた。さらに、超過勤務予定
の事前報告や管理職による定時退庁の率先実施により、職員の働き方に対する意識
変容の促進に資したと考えられる。今後も左記の取組を継続・定着させることによ
り、更なる超過勤務時間の縮減を図る。

本省

地方支分部局等
（時期、範囲等）

【マネジメント改革に関する取組】
・財務省独自のケーススタディを用いたディスカッション形式のマネジメント研修を引き
続き実施。

・2024事務年度、働き方に関する職員の個別事情等を共有し、互いに助け合うことができ
る関係性を構築するためのミーティングを本省において課室・部局レベルそれぞれで実
施。

・2024事務年度、全ての職員が働きやすい持続可能な職場づくりを目指し、業務の効率性
と予見可能性向上の観点から、本省各幹部職員が「マネジメント宣言」を作成。幹部室で
の会議運営・形式、情報共有の方法等、マネジメント行動の具体的な方針を表明。

【マネジメント改革に関する取組】
・地方支分部局を含め、多面観察の対象者が定期的にマネジメント研修を受講する
こととなるよう、オンライン環境の整備とともに受講対象者を順次拡大予定。

・マネジメント研修について、本省において効果検証を実施。研修実施前後で、３
割～４割の受講者について、自身のマネジメントに関する自己評価が改善。

・幹部によるマネジメント宣言について、省内でのヒアリングを実施。あらかじめ
幹部室での会議運営や情報共有の方法等が共有されたことにより日程調整や報告の
負担が軽減した、幹部の人柄を知ることができてよかったなど好意的な意見があ
がっている。

【キャリア形成に関する取組】
・様々な選択肢を地方支分部局の若手・中堅職員へ具体的に示し、キャリアに関する不安
を解消することやモチベーション向上のため、「キャリアパス・パンフレット」を発行。

【キャリア形成に関する取組】
・先輩職員のキャリアパスや業務内容を知るきっかけになり、自身のキャリア形成
や働き方について具体的に考える契機の提供に資したものと考えられる。

・育児休業等を取得した男性職員による、こどもの成長を見守る喜びや送り出してくれた
周囲の職員等への感謝を綴った体験記を編集し、意識改革を促すメッセージ、両立支援制
度のパンフレット等と併せて職員に周知した。

・体験記を通じて両立支援制度の具体的な活用イメージが醸成され、当該制度の利
用に対する心理的なハードルが軽減されたことで、積極的な活用を後押しする効果
があったと考えられる。左記取組を引き続き実施し、仕事と育児等の両立支援に関
する意識醸成を図る。
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テレワーク実施状況

令和６年11月（テレワーク月間）にテレワークを実施した本省職員の割合は約51％
（うち、概ね週１回以上テレワークを実施した本省職員の割合は約19％）

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

１－１．業務見直し・デジタル化の推
進

１－２．柔軟な働き方の推進

子の出生後１年以内に育児に伴う
休暇・休業を１か月以上取得した
男性職員の割合

現状：93.4％（令和６年３月31日）

２．超過勤務時間の縮減

調
査

勤務時間管理
のシステム化
の状況

導入済み又は令和７年度までに導入予定

令和５年度より財務局を対象に導入済み、税関及び国税庁（国税局含む）については導入時期未定

３．マネジメント改革

４．仕事と育児等の両立支援

男性職員の育児休業取得率

現状：89.5％（令和５年度）

男性職員の「男の産休」（配偶者
出産休暇・育児参加のための休
暇）取得率

目標：100％（令和７年）
現状：87.4％（令和５年度）
目標設定時：91.7％（令和元年度）

女性の採用目標

【全体】
目標：35％（毎年度）
現状：38.2％（令和７年４月１日）
目標設定時：36.9％（令和２年４月１日）

【総合職】
目標：該当なし
現状：32.7％（令和７年４月１日）
目標設定時：該当なし

【技術系区分】
目標：該当なし
現状：45.7％（令和７年４月１日）
目標設定時：該当なし



【府省等名：財務省】

具体的な取組時期・内容 具体的な成果・課題・今後の取組

国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画等のフォローアップ
（令和７年度）

項目

数
値

・女性を主な対象とした業務説明会や女性に配慮（先輩女性職員のキャリアパスや仕事と
育児等の両立支援制度の説明等）した業務説明会を実施した。

・女子校での女性職員による業務説明会等を実施した。

・女性の採用拡大に向けて、左記取組を引き続き実施。
（女性の採用目標の達成状況は「数値 女性の採用目標」のとおり）

・女性職員を対象とした、各種研修、外部講師・女性幹部等による講演及び座談会を実施
した。

・管理職を対象に「女性活躍・ワークライフバランス推進及び働き方改革」をテーマとし
た研修を実施した。

・女性の登用目標達成に向けて、左記取組を引き続き実施。
（女性の登用目標の達成状況は「数値 女性の登用目標」のとおり）

・財務省再生プロジェクトの中で、「すべての職員が働きやすい職場づくり」をかかげ、
「１－１．業務見直し・デジタル化の推進」、「１－２．柔軟な働き方の推進」に係る各
種の取組を実施。

・各地方支分部局において組織風土改革の取組を伝える若手・中堅職員として「エバン
ジェリスト」を任命し、自局の取組を紹介するとともに、他局の優れた取組を自局に還元
する活動を実施。

・各取組の好事例等が本省と地方支分部局の垣根を越えて共有されたことにより、
財務省全体として業務の効率化や働き方改革の推進に寄与したと考えられる。

・引き続き財務省再生プロジェクトの取組を通じて、職員全体のワークライフバラ
ンス推進と、多様な職員にとって働きやすい環境の整備を行う。

調
査

【時期・対象者の職位】
年に一度（１月から２月）、省内（外局・地方支分部局・施設等機関等を含む。）室長級
以上及び一部課長補佐級職員を対象に実施。

【調査・分析のツール】
本省は、外部業者に委託。地方支分部局は、内閣人事局提供のExcelツールを使用。

【観察結果の対象者へのフィードバック方法】
対象者の上司等から面談やメール等により実施。

【その他備考等（令和６年度に実施した新たな取組等）】
外局（地方支分部局）で一部対象範囲を拡大。

【成果】
・多面観察終了後のアンケートにおいて、回答があった観察対象者のうち、約85％
が多面観察の結果（フィードバックの内容）は「とても参考になった」又は「参考
になった」と回答。

【今後の取組】
・事務負担軽減の観点から本省において、試行的に外部業者に委託して実施した。

・引き続き、業務効率化に向けた取組の検討・推進を行っていく。

調
査

【時期・対象者】
年に一度（１月から２月）、省内（外局・地方支分部局・施設等機関等を含む。）全職員
を対象に実施。

【調査・分析のツール】
本省は、外部業者に委託。地方支分部局は、内閣人事局提供のExcelツール（多面観察に付
随している職場環境等調査ツール）を使用。

【フィードバック】
管理者に対し、その上司等から面談やメール等により実施。

【結果の活用】
各種取組へ反映している。

【成果】
・職員の意識や職場環境に関する実態が可視化され、課題を客観的に認識すること
が可能となった。これにより、管理者としてのマネジメントの方向性を見直す一つ
の材料として有効にはたらいているものと考えられる。

【今後の取組】
・事務負担軽減の観点から本省において、試行的に外部業者に委託して実施した。

・引き続き、業務効率化に向けた取組の検討・推進を行っていく。

６．推進体制・実態把握

多面観察の実施状況

職場や職員の状況を把握するため
の調査（エンゲージメントサーベ
イ、モチベーションサーベイ等）
の実施状況

女性の登用目標

【本省課室長相当職】
目標：10％（令和７年度末）
現状：10.3％（令和６年７月）
目標設定時：6.3％（令和２年７月）

【地方機関課長・本省課長補佐級相当職】
目標：17％（令和７年度末）
現状：19.0％（令和６年７月）
目標設定時：15.4％（令和２年７月）

【係長相当職（本省）】
目標：30％（令和７年度末）
現状：27.5％（令和６年７月）
目標設定時：24.0％（令和２年７月）

５－１.女性の採用の拡大

５－２.女性の登用目標達成に向けた計
画的育成




